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平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

号

外

②

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
十
九
号

－

第
三
十
号
）

○
福
岡
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
額
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
財
産
活
用
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

（
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
（
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 
（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福

岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

（
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

（
新
産
業
・
技
術
振
興
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
企
画
交
通
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則 

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課 

）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
学　

事　

課
）
…
…
…
…
…
七

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
減
免
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
教
育
庁
財
務
課
）
…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五

十
六
年
福
岡
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
五
、
一
七
〇
円
」
を
「
五
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
三
四
〇
円
」
を
「
一
〇
、
六
四

〇
円
」
に
、
「
一
五
、
五
一
〇
円
」
を
「
一
五
、
九
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
五
〇
円
」
を
「
一
、
五

九
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
二
号
）

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則



号外②福 岡 県 公 報平成 26 年３月 31 日　月曜日 2

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ホ
ー
ル
の
部
音
響
装
置
の
項
中
「
四
二
〇
円
」
を
「
四
三
〇
円
」
に
改
め

、
同
部
映
写
機
の
項
中
「
一
、
一
一
〇
円
」
を
「
一
、
一
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
部
マ
ル

チ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
（
一
〇
〇
イ
ン
チ
）
の
項
中
「
七
九
〇
円
」
を
「
八
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
の
二
の
（
イ
）
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
の
二
の
（
ロ
）
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
に
さ
れ
る
利
用
の
承
認
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
利
用
の
承

認
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
二
〇
円

二
一
〇
円

四
三
〇
円

二
二
〇
円

四
、
二
〇
〇
円

四
、
二
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

五
、
二
五
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

四
、
三
二
〇
円

四
、
三
二
〇
円

二
、
一
六
〇
円

五
、
四
〇
〇
円

二
、
一
六
〇
円

二
、
一
六
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

三
、
一
五
〇
円

三
、
一
五
〇
円

一
、
五
七
五
円

三
、
二
四
〇
円

三
、
二
四
〇
円

一
、
六
二
〇
円

区　

分

品　
　
　

名

単　

位

金　
　
　

額

（
一
回
に
つ
き
）

備　
　

考

大
ホ
ー
ル

所
作
台

一
式

三
、
六
五
〇
円

平
台

一
枚

一
一
〇
円

仮
設
花
道

一
箇
所

二
、
四
三
〇
円

花
道
用
所
作
台

一
式

一
、
二
一
〇
円

金
屏
風

一
双

八
五
〇
円

銀
屏
風

一
双

八
五
〇
円

毛
せ
ん

一
枚

一
一
〇
円

上
敷

一
枚

一
一
〇
円

紗
幕

一
枚

六
〇
〇
円

指
揮
台
・
譜
面
台

一
組

二
三
〇
円

譜
面
台

一
台

四
〇
円

箱
馬

一
個

二
〇
円

折
た
た
み
馬

一
個

二
〇
円

演
台

一
台

六
〇
〇
円
脇
台
を
含
む
。

花
台

一
台

一
一
〇
円

反
響
板

一
組

二
、
四
三
〇
円
両
側
正
面
及
び
天
井
を
各

一
組
と
す
る
。

補
助
椅
子

一
脚

四
〇
円

机

一
脚

七
〇
円

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

一
個

一
一
〇
円

木
頭
ツ
ケ
板

一
式

一
一
〇
円
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

吊
り
バ
ト
ン

一
個

六
〇
〇
円
電
動
式

吊
り
バ
ト
ン

一
個

三
五
〇
円
手
動
式

ピ
ア
ノ

一
台

三
、
六
五
〇
円
調
律
料
を
含
ま
な
い
。

第
一
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

一
式

三
五
〇
円
一
五
〇
ワ
ッ
ト

第
二
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

一
式

三
五
〇
円
一
五
〇
ワ
ッ
ト

第
三
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

一
式

三
五
〇
円
一
五
〇
ワ
ッ
ト

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
台

二
三
〇
円
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
台

一
七
〇
円
五
〇
〇
ワ
ッ
ト

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

一
式

九
六
〇
円
二
〇
〇
ワ
ッ
ト

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

一
式

九
六
〇
円
二
〇
〇
ワ
ッ
ト

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
式

二
九
〇
円
六
〇
ワ
ッ
ト

フ
ロ
ン
ト
サ
イ
ド
ス
ポ
ッ
ト

一
台

二
三
〇
円
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

セ
ン
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

一
台

一
、
二
一
〇
円
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト

シ
ー
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト

一
台

二
三
〇
円
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト

一
本

一
七
〇
円
一
〇
〇
ワ
ッ
ト

ス
タ
ン
ド

一
台

一
一
〇
円

エ
フ
ェ
ク
ト
マ
シ
ン

一
台

八
五
〇
円

ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル

一
台

六
〇
〇
円

オ
ー
ロ
ラ
マ
シ
ン

一
台

六
〇
〇
円

波
マ
シ
ン

一
台

六
〇
〇
円

ダ
ブ
ル
マ
シ
ン

一
台

六
〇
〇
円

ベ
ー
ス
ス
タ
ン
ド

一
台

六
〇
円

先
玉

一
個

六
〇
円

拡
声
装
置
A
セ
ッ
ト

一
式

一
、
八
二
〇
円

拡
声
装
置
B
セ
ッ
ト

一
式

二
、
四
三
〇
円

コ
ン
デ
ン
サ
ー
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本

六
〇
〇
円

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本

三
五
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
１

一
本

九
六
〇
円
一
チ
ャ
ン
ネ
ル

録
音
再
生
機

一
台

六
〇
〇
円

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
台

六
〇
円

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
装
置

一
台

三
五
〇
円
電
動
式

ス
ク
リ
ー
ン

一
式

一
、
二
一
〇
円
ス
ク
リ
ー
ン
の
み
使
用
の

場
合

楽
屋

一
室

六
〇
〇
円

シ
ャ
ワ
ー
室

一
室

六
〇
〇
円

小
ホ
ー
ル

拡
声
装
置
A

一
式

一
、
二
一
〇
円
固
定
式

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ

ー
ダ
ー

一
台

六
〇
〇
円

C
D
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

六
〇
〇
円

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本

二
三
〇
円
有
線

ピ
ア
ノ

一
台

二
、
四
三
〇
円
調
律
料
は
含
ま
な
い
。

全
館
共
通

コ
ン
セ
ン
ト

一
個

一
一
〇
円
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

移
動
式
ス
ク
リ
ー
ン

一
式

六
〇
〇
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台

六
〇
〇
円

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

一
台

六
〇
〇
円

パ
ネ
ル

一
面

六
〇
円

パ
ネ
ル
支
柱

一
脚

二
〇
円

T
V
ビ
デ
オ
セ
ッ
ト

一
式

一
、
二
一
〇
円

レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー

一
個

一
一
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ

ホ
ン
２

一
本

六
〇
〇
円

拡
声
装
置
B

一
式

六
〇
〇
円
移
動
式

そ
の
他
の
設
備
・
器
具

一
個

五
、
一
二
〇
円
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」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
二
七
〇
円
」
を
「
二
八
〇
円
」
に
、
「
一

、
六
六
〇
円
」
を
「
一
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
、
「
四
五
〇
円
」
を

「
四
七
〇
円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
三
〇
円
」
を
「
四
、
五
四
〇
円

」
に
、
「
九
一
〇
円
」
を
「
九
四
〇
円
」
に
、
「
八
一
〇
円
」
を
「
八
三
〇
円
」
に
、
「
二
六
〇
円
」

を
「
二
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
六
〇
円
」
に
、
「
四
七
〇
円
」
を
「
四
八
〇
円
」
に
、
「
一
七

〇
円
」
を
「
一
八
〇
円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
七
〇
円
」
を
「
二
、

四
三
〇
円
」
に
、
「
九
四
〇
円
」
を
「
九
七
〇
円
」
に
、
「
五
九
〇
円
」
を
「
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一

、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
二
三
〇
円
」
を
「
二
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
規
則
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
の
表
中
「
六
、
三
六
〇
円
」
を
「
六
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
一

〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
二
〇
円
」
を
「
一
、
一
四

〇
円
」
に
、
「
九
一
〇
円
」
を
「
九
四
〇
円
」
に
、
「
五
五
〇
円
」
を
「
五
六
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇

円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
、
「
八
八
〇
円
」
を
「
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「
六
六
〇
円
」
を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
五
五
〇
円
」
を
「
五
六
〇
円
」
に
、
「
三
二

〇
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
、
「
八
八
〇
円
」
を
「
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
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福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
四
〇
円

」
に
改
め
る
。　

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

以
後
に
さ
れ
る
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の

規
定
に
よ
る
利
用
の
承
認
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
同
条
例
の
規
定
に

よ
る
利
用
の
承
認
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
に
徴
収
し
た
手
数
料
」
を
「
の
使
用
に
係
る
使
用
料
」
に
改
め
、
「
大
濠
公
園
能
楽

堂
」
の
下
に
「
及
び
筑
後
広
域
公
園
芸
術
文
化
交
流
施
設
」
を
加
え
、
「
手
数
料
」
を
「
使
用
料
」
に

改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
手
数
料
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区　
　
　
　
　
　
　
　

分

単　
　

位

金　
　
　

額

野
球
場
の
照
明

名
島
運
動
公
園

三
〇
分
以
内

三
、
四
九
〇
円

筑
豊
緑
地

三
〇
分
以
内

四
、
七
一
〇
円

春
日
公
園

全
点
灯

三
〇
分
以
内

一
一
、
一
八
〇
円

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

七
、
九
四
〇
円

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

五
、
四
三
〇
円

球
技
場
の
照
明

全
点
灯

三
〇
分
以
内

七
八
、
四
〇
〇
円

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

二
〇
、
五
九
〇
円

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

一
四
、
五
三
〇
円

一
七
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

七
、
七
三
〇
円

庭
球
場
の
照
明

三
〇
分
以
内

五
三
〇
円

多
目
的
広
場
の

照
明

筑
豊
緑
地
（
球
技
場
）

全
点
灯

三
〇
分
以
内

二
、
〇
五
〇
円

半
点
灯

一
、
〇
二
〇
円

筑
豊
緑
地
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
）

三
〇
分
以
内

八
二
〇
円

筑
後
広
域
公
園
（
多
目

的
運
動
場
）

全
点
灯

三
〇
分
以
内

二
、
三
五
〇
円

内
野
点
灯

一
、
二
三
〇
円

外
野
点
灯

一
、
四
三
〇
円

ス
コ
ア
ボ
ー
ド

一
回

一
、
三
五
〇
円

放
送
設
備

一
回

二
、
四
八
〇
円

温
水
シ
ャ
ワ
ー

一
人
・
一
回

一
二
〇
円
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平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
規
則

第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
六
〇
円
」
に

、
「
三
、
〇
五
〇
円
」
を
「
三
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
七
〇
円
」
を
「
二
、
四
三
〇
円
」
に
、

「
二
三
〇
円
」
を
「
二
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
五
九
〇
円

」
を
「
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県

規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「
二
、
四
四
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
五
〇
円
」
を
「
三
、
一
三

〇
円
」
に
、
「
六
、
一
一
〇
円
」
を
「
六
、
二
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇

円
」
に
、
「
六
五
、
三
四
〇
円
」
を
「
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
〇
四
〇
円
」
を
「
四
〇
、

〇
三
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
五
九
〇
円
」
を
「
一
五
、
九
九
〇
円
」
に
、
「
七
九
〇
円
」
を
「
八
一
〇

円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「
一
三
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
三
、
四
二
〇
円
」
に
、
「
六
、
五
四
〇
円
」
を
「
六
、

　

別
表
第
二
の
備
考
三
中
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
と
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「福

岡
県
知
事　
殿

」
を
「福

岡
県
知
事　

殿

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（指

定
管
理
者

）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

浴
場

一
人
・
一
回

五
一
〇
円

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー

一
回

五
〇
円

茶
道
具

一
式

一
、
四
九
〇
円

一
点

三
〇
円

自
動
計
時
装
置

一
回

三
、
三
五
〇
円

移
動
式
電
光
掲
示
板

一
回

六
、
七
〇
〇
円

筑
後
広
域
公
園

芸
術
文
化
交
流

施
設
の
本
館
施

設
及
び
別
館
施

設

音
響
装
置

大
交
流
施
設

一
式
・
一
回

一
、
七
〇
〇
円

教
室
・
工
房
三

一
式
・
一
回

一
、
一
三
〇
円

演
台
・
花
台

一
式
・
一
回

六
七
〇
円

司
会
者
台

一
式
・
一
回

二
〇
〇
円

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本
・
一
回

三
二
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本
・
一
回

九
〇
〇
円

卓
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
本
・
一
回

六
〇
円

床
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
本
・
一
回

六
〇
円

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
・
一
回

九
三
〇
円

移
動
式
ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
・
一
回

四
六
〇
円

移
動
式
ス
ク
リ
ー
ン

一
式
・
一
回

六
〇
〇
円

テ
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー

一
式
・
一
回

六
七
〇
円

電
気
ろ
く
ろ

一
式
・
一
回

一
、
三
一
〇
円

電
気
窯

本
焼

一
台
・
一
回

四
、
一
五
〇
円

素
焼

一
台
・
一
回

二
、
六
〇
〇
円
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係
る
資
産
除
去
債
務
に
対
応
す
る
除
去
費
用
に
係
る
費
用
配
分
額
及
び
時
の
経
過
に
よ
る
資
産
除
去

債
務
の
調
整
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
除
去
費
用
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ

の
除
去
費
用
等
に
対
応
す
べ
き
収
益
の
獲
得
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
除
去
費
用
等
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
除
去
費
用
等
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
費
及
び
利
息
費
用
と

し
て
計
上
せ
ず
、
当
該
除
去
費
用
等
と
同
額
を
資
本
剰
余
金
に
対
す
る
控
除
と
し
て
計
上
す
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
減
免
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一.

日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
減
免
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
減
免
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則

　

第
一
条
中
「
「
条
例
」
」
を
「
「
授
業
料
条
例
」
」
に
改
め
、
「
授
業
料
」
の
下
に
「
及
び
福
岡
県

立
高
等
学
校
通
信
教
育
入
学
料
及
び
受
講
料
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下

「
受
講
料
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
講
料
（
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う

。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
条
例
」
を
「
授
業
料
条
例
」
に
改
め
、
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
受

講
料
条
例
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
事
情
」
を
「
事
由
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
授
業
料
減
免
」
を
「
授
業
料
等
減
免
」
に
、
「
当
該
学
年
の
最
終
月
」
を
「
当
該
年
度

の
三
月
」
に
、
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

七
一
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
七
〇
円
」
を
「
三
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
九
〇
円
」
を
「
一
、
一

一
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
中
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
〇
〇
円
」
に

、
「
九
三
〇
円
」
を
「
九
五
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

八
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
償
却
資
産
の
う
ち
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
」
を
「
償
却
資
産
に

つ
い
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
申
請
）
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第

十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
重
要
な
財
産
）

第
十
八
条　

福
岡
県
が
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七

年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
知
事
が
定

め
る
財
産
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
に
係
る
も
の
の
う
ち
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は

第
二
項
の
認
可
に
係
る
申
請
の
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
が
五
十
万
円
未
満
の
も
の
と
す
る
。

　

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条　

知
事
は
、
法
人
が
業
務
の
た
め
保
有
し
、
又
は
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
有
形
固
定
資
産
に

教
育
委
員
会
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２　

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
入
学
の
月
に
授
業
料
等
の
減
免
を
許
可
し
た
と
き
は
、
授
業
料
等
減

免
の
期
間
は
こ
れ
を
許
可
し
た
月
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
ま
で
の
間
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
受
講
料
の
減
免
額
）

第
六
条　

減
免
す
る
受
講
料
の
額
は
、
受
講
料
条
例
第
二
条
に
定
め
る
額
を
十
二
で
除
し
た
額
に
第
四

条
に
規
定
す
る
減
免
期
間
の
月
数
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




